
1．総代候補者は、改選時において満80歳未満の当金庫の会員とします。
2．総代候補者の選考基準は次のとおりとします。
　（１）�信用金庫事業及び当金庫経営に深い関心を持ち、総代として相

応しい人格、見識を有している方
　（２）地域における信望が厚い方
　（３）当金庫の理念、使命をよく理解することができる方
　（４）総代会への出席等、総代として十分な活動が期待できる方
　（５）会員全体の利益の増進を図るため、総代会等の場で公正な判断

等を行い、また、必要に応じ、事業及び経営への提言やチェッ
クを行うことが可能な方

　（６）当金庫の発展に協力することができる方

　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金
庫の経営に反映する重要な役割を担っています。
そこで総代の選考は、総代選任基準に基づき、次
の3つの手続きを経て選任されます。
　1．�総代会の決議により、会員の中から総代候補
　　��者選考委員を選任します。
　2．�選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員
　　��が総代候補者を選考します。
　3．�上記2により選考された総代候補者を会員が
　　��信任します（異議があれば申し立てできます）。

会員一人ひとりの意見を適正に
反映する、開かれた制度です。

総代会の仕組み

総代候補者の選考基準 総代の選任方法

信用金庫と総代会制度
�　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、
会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがっ
て、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて
当金庫の経営に参加することとなります。しかし、会員数が多く総会を開
催することは事実上不可能です。そこで当金庫は、会員の総意を適正に反
映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用して
います。
�　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項
を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は、総会と同様に、
会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適
正な手続きによって選任された総代により運営されます。
�　また、当金庫は、総代会に限定することなく、日常の事業活動やホームペー
ジ等を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、様々な経
営力の向上に取組んでいます。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの
営業店までお寄せください。
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会員と総代、総代会の関係

総代会について

総代の任期・定数
　1．総代の任期は3年です。
　2�．総代の定数は100人以上130人以内で、当金庫の地区を5区の選任区域に分け、会員数に応じて選任区域毎に定めら
れています。

　　����なお、2024年6月30日現在の総代数は129人です（総代はすべて個人会員です）。

選任区域 下 記 店 舗 の 営 業 地 域 総代定数
第1区 本店・中通・本通・畑・荒神・宮原・焼山・焼山南・くれしんれもねっと 27名

天応・熊野・矢野駅前・広島・安芸・東雲・黒瀬・黒瀬西・西条・高屋・海田
三城・海岸・吉浦・警固屋・阿賀・倉橋・江能・音戸・小用

第4区 広東・広北・広中央・仁方・郷原・川尻・下蒲刈 25名
安浦・竹原・忠海・三原・安芸津・大崎

第2区 32名
第3区 24名

第5区 22名�

総代の選任区域及び定数（2024年6月30日現在）
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総代が選任されるまでの手続き

１.総代候補者選考委員の選任 ①総代会の決議により、選任区域毎に会員の中から理事長が選考委員を委嘱
②選考委員の氏名を店頭に掲示

２.総代候補者の選考 ①選考委員が総代候補者を選考　②理事長に報告　
③総代候補者の氏名を、1週間以上店頭に掲示　④左記掲示について、当金庫ホームページに公告

３.総代の選任  ・ 会員から異議がない場合
　　　　　または
 ・ 選任区域の会員数の1／3
　未満の会員から異議の
　申出があった総代候補者

選任区域の会員数の1／3以上の会員
から異議の申出があった総代候補者

理事長が総代を委嘱 総代の氏名を店頭に1週間以上掲示
（上記２.以下の手続を経て）

異議の申出があった総代候補者の数が
選任区域の総代定数の1／2以上の場合

異議の申出があった総代候補者の数が
選任区域の総代定数の1／2未満の場合

異議の申出があった総代候補者
については、他の候補者を選考

異議の申出があった総代候補者
については、欠員とします
（選考を行いません）

当金庫の地区を5区の選任区域に分け、選任区域毎に総代の定数を定めます。

異議申出期間（公告後2週間以内）

総代の属性等別構成比
職業別：法人役員109人（84％）、個人事業主16人（12％）、個人4人（3％）
年代別：80代3人（2％）、70代41人（32％）、60代43人（33％）
　　　　50代32人（25％）、40代10人（8％）
業種別：製造業30人（24％）、卸・小売業24人（19％）、サービス業19人（15％）
　　　　運輸業16人（13％）、建設業13人（10％）、不動産業11人（9％）
　　　　医療・福祉9人（7％）、飲食・宿泊業2人（2％）、教育・学習支援1人（1％）
　　　　（注）業種別の構成比は、法人役員及び個人事業者に限ります。

総代のお名前（2024年6月30日現在）

（五十音順、敬称略）（注）（　）は総代の就任回数

選任区域 人 数 お　　　　　　名　　　　　　前

第 1 区 27名

井上　英之（8）、畦　淳造（3）、遠藤　学（6）、大内　基康（3）、大之木　洋之介（1）、面迫　隆（2）、垣谷　広明（5）、神田　健治（2）、木戸　正博（8）、
久保　浩一（1）、神津　直（4）、小林　久晃（1）、小林　通匡（7）、小松　義人（3）、銭村　彰太郎（1）、鷹橋　紀幸（1）、武田　保介（3）、太刀掛　祐之（4）、
得能　宏一（5）、仁井岡　武十郎（5）、新田　みさ（5）、番匠谷　和子（2）、平本　直樹（4）、堀本　巧（1）、舛田　正範（6）、八代　一成（1）、
山路　惠司（1）

第 2 区 31名

吾郷　俊宏（2）、淺田　真一郎（3）、今田　健一（7）、上角　善之（1）、内田　道明（1）、馬谷　充陽（4）、岡崎　磊造（4）、越智　勝（5）、片岡　浩（1）、
河尻　毅（2）、川西　祐二（6）、串山　孝一（8）、黒田　正則（6）、坂井　和明（1）、島田　花子（7）、島田　雅文（6）、城河内　稔（6）、太呉　稔（5）、
高橋　理歌（1）、田代　博造（8）、辻　憲吾（1）、津丸　周三（3）、中上　智（5）、中神　六也（5）、中村　誠一（1）、原田　仁司（8）、藤田　馥（8）、
部谷　利幸（2）、本藤　正明（3）、宮﨑　宏輝（7）、山岡　信興（8）

第 3 区 24名
伊藤　富美雄（2）、伊原　直昭（6）、上田　俊太郎（1）、宇都宮　昭憲（3）、宇根　工輔（3）、岡﨑　町子（7）、沖本　新良（7）、木村　敏久（3）、�
木村　元洋（4）、小柴　繁美（7）、鮫島　伸洋（4）、下中　利孝（7）、瀬良　明博（5）、武永　正則（5）、谷原　繁（3）、出木谷　学（7）、�
長尾　正嗣（3）、濱本　陽平（3）、平澤　雅夫（3）、藤井　聖（1）、船木　芳郎（7）、堀口　悟史（1）、松村　眞次（7）、水野　佳世子（3）

第 4 区 25名
荒谷　修（3）、有本　雄一（1）、飯川　松義（8）、石原　圭詞（3）、宇都宮　公徳（3）、岡村　和彦（3）、梶山　重雄（5）、加藤　守（12）、金原　美子（7）、
木村　法蔵（9）、西藤　静清（4）、坂井　雅秀（5）、竹内　安子（6）、土井　鉄也（1）、畑　義幸（10）、花田　照吉（7）、早川　浩（3）、堀田　勝博（6）、
堀川　智子（3）、松野　誠（6）、三宅　清登（3）、森田　徳仁（3）、山﨑　正則（4）、脇　弘昭（6）、渡邉　憲三（5）

第 5 区 22名
岩崎　和仁（3）、小河　政彦（3）、遠部　敦也（1）、亀山　博司（10）、橘高　信行（1）、桐山　達也（3）、小村　朋孝（10）、新川　義貴（10）、柄　宣行（2）、
中尾　強志（1）、中川　勝喜（2）、橋本　博典（1）、林田　浩秋（4）、平田　和也（2）、本宮　克博（3）、水井　禮司（10）、三好　るみ（7）、本岡　正規（4）、
元樋　修宜（12）、森本　憲幸（6）、八崎　則男（12）、吉元　榮治（12）

第99期通常総代会（2024年６月19日開催）では、次の事項が
付議され、それぞれ原案のとおり承認されました。

1．報告事項
　（１）2023年度業務報告、貸借対照表及び損益計算書について
　（２）監査報告
　（３）新中期経営計画及び2024年度経営計画について
　（４）100周年記念事業について
2．決議事項
　第１号議案　2023年度剰余金処分案の承認に関する件
　第２号議案　会員の除名に関する件

第99期通常総代会の議事内容
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